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東洋大学スポーツ健康科学紀要編集委員会規程

（目的）

第１条 この規程は，東洋大学スポーツ健康科学

委員会が発行する「東洋大学スポーツ健康科学

紀要」（以下「紀要」という）の編集及び発行

について必要な事項を定めることを目的とす

る。

（編集委員会）

第２条 「紀要」の編集，発行，その他「紀要」

に関する事項を処理するため「東洋大学スポー

ツ健康科学紀要編集委員会」（以下「委員会」

という）を設置する。

（委員）

第３条 委員会は，次の者をもって構成する。

! スポーツ健康科学白山キャンパス研究室室員

" スポーツ健康科学川越キャンパス研究室室員

２．委員の任期は２年とし，再任を妨げない。

（委員長および副委員長）

第４条 委員会に委員長１名及び副委員長１名を

置く。

２．委員長および副委員長の選出は，委員の互

選による。

３．委員長は，委員会の会務を総括する。

４．委員長は，必要に応じ委員会を招集し，そ

の議長となる。

５．委員長に事故あるときは，副委員長が代行

する。

（審議決定事項）

第５条 委員会は，次の事項を審議，決定する。

! 「紀要」の編集に関する事項

" 「紀要」の発行に関する事項

# その他，委員会が必要と認めた事項

２．前項以外の投稿・執筆に関する事項は，別

に定める。

（会議）

第６条 委員会は，委員の３分の２以上の出席が

なければ会議を開くことができない。

２．会議の議事は，出席委員の過半数で決定す

る。ただし，議長は裁決に加わらないものと

する。

３．前項で可否同数の場合は，議長の決すると

ころによる。

（改正）

第７条 この規程の改正は，東洋大学スポーツ健

康科学委員会の議を経て，スポーツ健康科学委

員会委員長が行う。

附 則

この規程は，平成２０年１１月１５日から施行する。

附 則

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

５３



東洋大学スポーツ健康科学紀要投稿規程

（目的）

第１条 「東洋大学スポーツ健康科学紀要」に投

稿するものは，この規程の定めるところによ

る。

（投稿資格）

第２条 執筆者は，原則として東洋大学スポーツ

健康科学白山キャンパス研究室及び川越キャン

パス研究室の室員ならびに法学部及び理工学部

に所属し，スポーツ健康科学の授業を担当する

非常勤講師とする。

（申込及び締め切り）

第３条 執筆申込及び原稿提出期限は，年１回発

行の場合，次の各号の通りとし，年２回発行の

場合は，その都度別に定める。

! 執筆申込は，別に定める「スポーツ健康科

学紀要執筆申込書」を７月１５日までに提出する。

" 原稿の提出は，１１月３０日までとする。

# 上記!，"の提出先は，委員長および副委

員長とする。

（原稿の種類）

第４条 この「紀要」に投稿できる原稿の種類

は，論文・総説・資料・研究ノート，研究活動

報告，彙報などとする。

（タイトル）

第５条 投稿する原稿は，和文または欧文とし，

和文原稿には欧文タイトル，欧文原稿には和文

タイトルを付す。

（摘要）

第６条 投稿する原稿には，摘要（タイトル・執

筆者氏名とも）をつけることとする。

! 和文原稿の場合は外国文による摘要，外国

原稿の場合は和文による摘要とする。

" 分量は，紀要１ページ以内とする。

# 掲載場所は，各原稿の最初とする。

$ ただし，摘要の掲載は原則であり，必ずし

も原稿掲載の条件としない。

（抜刷）

第７条 抜刷は，論文１篇につき５０部とする。た

だし，それ以上を希望する者は，原稿提出時５０

部を単位として別に申し込むものとする。

（改正）

第８条 この規程の改正は，東洋大学スポーツ健

康科学委員会の議を経て，スポーツ健康科学委

員会委員長が行う。

附 則

この規程は，平成２０年１１月１５日から施行する。

附 則

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

５４



「スポーツ健康科学（白山キャンパス）研究室」スタッフ一覧

専任教員

【経済学部】

塩田 徹，角南俊介

【経営学部】

西村 忍，安則貴香

【法学部】

金田英子，平井伯昌，土江寛裕，谷!尋徳

非常勤講師

今野 亮，佐久間 康，須田和也，田代浩二，番場裕之

「スポーツ健康科学（川越キャンパス）研究室」スタッフ一覧

専任教員

【理工学部】

一川大輔，山崎享子

非常勤講師

小川貴志子，奥田功夫，重藤誠市郎，高畑 隆，田口直樹，長澤純一，藤城仁音，安田智洋



◆執筆者（筆頭著者）一覧◆

１．金田 英子（カネダ・エイコ／法学部 法律学科）

２．塩田 徹（シオダ・トオル／経済学部 総合政策学科）

３．谷! 尋徳（タニガマ・ヒロノリ／法学部 法律学科）

４．角南 俊介（スナミ・シュンスケ／経済学部 経済学科）

◆編集後記◆

『スポーツ健康科学紀要』第１２号をお届けします。今回は４編の論稿が掲載の運びとなりました。投

稿者の先生方をはじめ，本誌の編集作業にご協力をいただいた皆様に，この場をかりて厚く御礼申し上

げます。ありがとうございました。

さて，２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京大会を５年後にひかえ，国内では連日のように関

連のニュースが飛び交っています。本年２月には，スポーツ行政を一元的に所管する「スポーツ庁」の

設置法案が閣議決定されました。国会で法案が成立すれば，この１０月にも文部科学省の外局として新た

な組織が発足する予定です。

五輪の成功を見据えた陣容整備が加速していく世情にあって，東洋大学は昨年６月に大会組織委員会

と連携協定を締結しました。これを受けて，学内では五輪の機運を高めるべく数々の企画案が提示さ

れ，そのいくつかは既に実現に向けてスタートを切っています。

五輪との直接的な関わりの有無はともかくとして，『スポーツ健康科学紀要』にも新たな展開が生ま

れています。次年度４月１日より新投稿規程が施行されるところとなり，現行の白山・川越に加えて，

板倉・朝霞（スポーツ健康分野担当の非常勤のみ）の先生方も本誌への投稿が可能になりました。

今回の規程改正を機縁として，４キャンパス間での交流がさらに活発化し，本誌が従来を凌ぐ充実し

た学術誌となることを切に願うばかりです。

（谷! 記）

２０１４年度「スポーツ健康科学紀要」編集委員

委員長 谷! 尋徳（法学部）

委 員 塩田 徹（経済学部）

委 員 金田 英子（法学部）

委 員 西村 忍（経営学部）

委 員 一川 大輔（理工学部）
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